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2015 年 4 月 30 日 

各 位 
本 社 所 在 地 大阪市中央区十二軒町 5-12

上 場 会 社 名 株 式 会 社 マ ン ダ ム

代 表 者 名 社長執行役員  西村元延

証 券 コ ー ド 4 9 1 7   東 証 第 1 部

問 合 わ せ 先 広 報 I R 室 長  重 村 勝 俊

 (TEL.06-6767-5020)

 

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）および「会社法施行規則等の一部

を改正する省令」（平成 27 年法務省令第 6 号）が平成 27 年 5 月 1 日に施行されることを踏まえ、平成

27 年 4 月 30 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定することを決議い

たしましたので、下記のとおり、改定後の内容をお知らせいたします。 

 

記 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

 

（１） 当社は、監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアンス経 

営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘によりモニタリング機能・アドバイザリング機

能を強化するとともに、統括・担当執行役員制度を採用し責任の明確化と権限委譲を行い積極

的・機動的な業務執行が行えるシステムを構築することにより、「健全性・透明性の確保」を前

提として適正に「効率性の追求」を行う体制を整備してまいります。 

 

（２） 役員・使用人を対象とするコンプライアンスプログラムとして、「マンダムグループ考働規範」

を制定した上で、法令・社会規範の遵守と倫理的行動を徹底する体制を整備するために、「考働

規範推進規程」に基づき、以下の施策を実施してまいります。 

① 考働規範推進委員会を設置し、コンプライアンスに関する啓発・教育活動を行います。 

② ヘルプラインシステムを導入し、情報提供者の保護を徹底した上で、コンプライアンス違反に 

関するリスクの早期発見・回避・極小化および再発防止を行う体制を整備してまいります。同体

制には、ヘルプラインシステムの使用に関する情報が監査役に報告される体制が含まれます。 

 

（３） 内部監査部門による内部統制監査において、「考働規範の遵守状況」を監査項目として掲げ、モ

ニタリングを強化し、必要に応じ、コンプライアンスに関する指導を行います。 

 

（４） 反社会的勢力への対応については、「反社会的勢力への対応に関する規程」を制定し、「社会の秩 

序や安全に悪影響を及ぼすような反社会的勢力・組織に対しては、毅然たる態度で臨み、これら

への関与を明確に拒絶・排除する」という基本方針を掲げ、統括管理部門である総務部の主導の

下、警察・弁護士等との連携を密にし、適正に対応するよう努めます。 
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２．取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制 

 

（１） 取締役会議事録のみならず、重要会議議事録および重要決裁記録につき、各種会議規程および決 

裁権限規程等に基づき、10 年間これらを保存する体制を整備します。 

 

（２） 上記のほか、取締役の職務執行にかかる情報については、「文書取扱規程」にしたがい、適正に

これを保存します。 

 

（３） 取締役の職務執行にかかる情報の管理については、営業秘密・インサイダー情報の漏洩防止のた

め、「機密情報管理規程」「内部情報管理規程」を制定し、これらの規程にしたがい、適正な管理

に努めます。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

（１） リスクマネジメントを経営の重要課題として位置付け、「トータルリスクマネジメント推進規程」 

を制定し、リスクマネジメントに関する基本方針に基づき、トータルリスクマネジメント体制の

整備・運用強化に努めます。 

 

（２） 同体制の整備・運用強化にあたっては、推進母体として、社長執行役員を委員長としたトータル 

リスクマネジメント委員会を設置し、システムの統括管理・運営を行います。なお、システムの

整備・運用状況については、内部監査部門が内部統制監査の一環として、モニタリングを行いま

す。 

 

（３） 同委員会は、事業継続に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクの管理を重点課題として位置 

付け、各種リスク対応マニュアルの整備を進めるとともに、リスク顕在化の兆候の洗出し・分析・

評価を行い、早期発見・未然防止に注力します。 

 

（４） また、同委員会は、当社のリスクマネジメントに関する基本方針（基本目的・考働指針）およ 

び各種リスクへの対応に関する教育を実施し、役員・従業員のリスク意識を高めるとともに、規

程・マニュアルの周知・徹底に努めます。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

（１） 取締役の職務の執行の効率性を確保するため、取締役が構成員となる取締役会、経営会議、常務 

会を月次開催し、重要事項の審議、意思決定および職務執行状況に関する情報共有を行うととも

に、必要に応じ、適宜、臨時にこれらを開催し、意思決定・業務執行の機動性・効率性の確保に

努めます。 

 

（２） 取締役の業務執行については、「取締役会規程」「組織規程」「決裁権限規程」を整備することに
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より、適正な権限委譲を行い、機動的・効率的な職務の執行が行える体制を維持するとともに、

職務執行責任の明確化を行います。 

 

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  ○ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

  ○ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  ○ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  ○ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため 

    の体制 

 

（１） 国内外関係会社を対象とした「関係会社管理規程」を制定し、国内子会社については経営企画部、 

海外子会社についてはグローバルグループ統括部を主管部門として位置付け、以下の運用を行う

ことにより、企業集団の業務の適正の確保に努めます。 

① 子会社各社の事業計画の策定および進捗報告・管理に関する指導・監督 

② 重要意思決定・業務執行事項に関する当社の決裁関与基準（承認・協議・部門回議）の明確化に

よる子会社各社の取締役・使用人等の職務執行の適正性、機動性および効率性の確保に関する指

導・監督 

③ 重要意思決定・業務執行事項および重要発生事実に関する報告（重要会議資料・議事録の提出 を

含む）に関する指導・監督 

④ 内部監査部門による業務の適正性に関するモニタリング 

 

（２） 必要に応じ、当社の役員または使用人が子会社の取締役または監査役に就任し、子会社の業務の 

適法性・効率性・妥当性等についてのモニタリングおよびアドバイザリングを行うことにより、

企業集団の業務の適正の確保に努めます。 

 

（３） 当社における「トータルリスクマネジメント推進規程」の適用範囲を子会社に拡大し、同規程に 

基づき、「トータルリスクマネジメント委員会」において、子会社のリスクマネジメント体制の

整備に関する指導・監督を行います。 

同委員会は、子会社の事業継続に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクの管理指導を重点課題 

として位置付け、子会社における各種リスク対応マニュアルの整備を指導・監督し、その回避・

極小化を促進します。 

 

（４） 当社における「考働規範推進規程」の適用範囲を子会社各社に拡大し、同規程に基づき、考働規 

範推進委員会において、以下により、子会社各社のコンプライアンス体制の整備に関する指導・

監督を行います。 

① 子会社各社に適応する「マンダムグループ考働規範」（翻訳版）を作成し、配布するとともに、

子会社各社による周知・徹底を指導・監督します。 

② 子会社各社に適応する考働規範教育に関する教材を作成し、配布するとともに、子会社各社によ 

る考働規範教育の実施に関する指導・監督を行います。 
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（５） 当社の内部監査部門による子会社各社の内部統制監査において、マンダムグループ考働規範の周 

知・徹底状況およびリスクマネジメント体制の整備状況について、実査時に順次モニタリングを

実施します。 

 

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

○ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する 

事項 

○ 当該使用人の独立性に関する事項 

○ 当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

 

（１） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役は、監査役職務補助 

使用人を配置します。 

 

（２） 当該使用人は、監査役職務補助業務を遂行するにあたり取締役の指揮命令を受けないものとし、 

その任免、専任・兼任の別、異動、人事考課、懲戒に関しては、事前に監査役会の同意を要する

こととし、当該使用人の独立性および当該使用人に対する監査役の指示の実効性を確保します。 

 

７．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

○ 当社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制 

○ 子会社の取締役および使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告す

るための体制 

○ 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制 

○ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

○ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

「監査役監査の実効性確保に関する規程」を制定し、取締役および使用人等が監査役に対して報告す 

べき事項（子会社の職務の執行に関する事項を含む）および当該報告の方法のほか、以下の事項を明 

確に定め、これを適切に運用することで、監査役監査の実効性の確保に努めます。 

 

① 取締役および使用人等は、法令、定款、「監査役会規程」、「監査役監査基準」等に基づく監査役

監査に誠実に対応・協力すること。 

② 取締役および使用人等は、子会社の取締役および使用人等に対し、当社の監査役監査に対して誠

実に対応・協力するよう指導・監督すること。 

③ 監査役に対して報告、または監査役監査に対して対応・協力した者（子会社の取締役および使用

人を含む）が当該報告または対応・協力を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることが

ないこと。 
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④ 監査役の職務の円滑な執行のため、会社法第 388 条の規定にしたがい、監査役からの費用の 

前払い等の請求に対して適正に対応すること。 

 

８．財務報告の信頼性および適正性を確保するための体制 

 

（１） 財務報告の信頼性および適正性の確保を経営の重要な責務として位置付け、これを実現するため 

に、社長執行役員主導の下、全社・全グループをあげて適正な内部統制システムを整備すること

を基本方針とします。 

 

（２） 財務報告の信頼性および適正性の確保にあたっては、内部監査部門において、内部統制システム

の整備・運用状況の検証および内部監査を行うとともに、取締役会・監査役会への適切な報告を

行うことにより、取締役会および監査役会が継続的にこれをモニタリングできる体制の整備に努

めます。 

以上 

 


